
役員兼業の状況　（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

役員兼職規程及び職員兼職規則にて、役員及び職員の役員兼業の状況を半期毎に公表することとされているため、これを公表します。

１．機構役員の役員兼業の状況

　対象期間中に該当無し

２．機構職員の役員兼業の状況

① ＪＡＸＡベンチャーの役員等

所属 役職 氏名 兼業先 兼業先役職 兼業開始日 兼業終了日 1月あたりの従事日数 1日あたりの従事時間 期間中の報酬等の有無

研究開発部門シス
テム技術ユニット

研究領域主幹 小澤 悟
オリガミ・イーティーエス合同
会社

代表社員 2015/11/10 2020/9/30

□無し
□1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
■4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

■無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）

第一宇宙技術部門
先進光学衛星プロ
ジェクトチーム

小林 高士
オリガミ・イーティーエス合同
会社

代表社員 2015/11/10 2020/9/30

□無し
□1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
■4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

■無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）

新事業促進部 河南 広紀
合同会社FLOW　Sensing
Lab

代表社員 2018/2/20 2020/3/31

□無し
□1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
■4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

□無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
■200万円以上
□その他（ストックオプション等）

②その他企業・団体等の役員等

所属 役職 氏名 兼業先 兼業先役職 兼業開始日 兼業終了日 1月あたりの従事日数 1日あたりの従事時間 期間中の報酬等の有無

宇宙科学研究所 特任教授 中島　映至 太陽放射コンソーシアム 代表理事 2017/4/1 2020/3/31

□無し
■1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
□4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

■無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）

有人宇宙技術部門
有人宇宙技術セン
ター

後藤 雅享 合同会社Space Cubies
最高マーケティング
責任者

2018/6/1 2023/5/31

□無し
□1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
■4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

□無し
■50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）

航空技術部門
推進技術研究ﾕﾆｯﾄ

研究計画ﾏﾈｰｼﾞｬ 田口 秀之
一般社団法人
SpacePortJapan

理事 2018/7/30 2019/3/31

□無し
■1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
□4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

■無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）

新事業促進部 高田 真一
一般社団法人
SpacePortJapan

理事 2018/7/30 2019/3/31

□無し
■1日未満
□1日以上～2日未満
□2日以上～4日未満
□4日以上～8日未満
□8日以上

□無し
□1時間未満
□1時間以上～2時間未満
□2時間以上～3時間未満
□3時間以上～4時間未満
■4時間以上

■無し
□50万円未満
□50万円以上～100万円未満
□100万円以上～200万円未満
□200万円以上
□その他（ストックオプション等）



※役員兼業

企業、大学その他の団体からの依頼により、業務外兼業先の役員等（取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人、清算人、顧問、評議員その他これらに準ずるものをいう。）の職を兼ねることをいう。

機構の職務の一環として、他の機関の役員に従事するものは除く。

【役員兼職規程（抜粋）】

（役員兼業の公表） 

第１２条　役員兼業に従事する役員は、役員兼業に係る状況について、役員兼業の開始から６か月ごとに、人事部長が別に定める役員兼業状況報告書により理事長に報告する。 

２　理事長は、半期ごとに、役員の役員兼業の状況について公表するものとする。 

【職員兼職規則（抜粋）】

（役員兼業の公表）

第１４条　役員兼業に従事する職員は、役員兼業に係る状況について、役員兼業の開始から６か月ごとに、役員兼業状況報告書（様式３）により、理事長に報告する。

２　理事長は、半期ごとに、職員の役員兼業の状況について公表するものとする。
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